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第6回衛生工学シンポジウム
1998.11北海道大学学術交流会館

1-2 既設ごみ焼却炉のダイオキシン問題の現状と対策

1.はじめに

三機工業(株) 0宮田治男、松山智哉、定塚徹治

三機化工建設(株) 鯨岡勤

ごみ焼却処盟施設より排出されるダイオキシン類の問題は、昭和58年に焼却施設の集じん灰

からダイオキシン等が検出されたとの報告がなされた頃より、廃棄物処理の新たなる問題とし

て、その発生メカニズム，除去技術等の研究が進められてきた。この研究成果を騒まえ、平成

2年同月に摩生省より「ダイオキシン類発生妨止等ガイドラインJが提示(完全燃焼をB指し

た構造・管理，集じん器入口温度の低温化，集じん器の効率化)されたことにより、具体的低

減対策が進み、ガイドライン適用炉と非適用炉では、ダイオキシン類年間排出が約6: 1にな

っていた。

さらに、平成9年 l月には新ガイドラインが提示され、緊急対策および髄久対策のダイオキ

シン類排出濃度が示された。同年8月には蕗棄物処理法政省令と大気汚染防止法政令が公布さ

れ、これにより産業廃棄物炉にもダイオキシン類の排出規制が掛かり、ダイオキシン類低減化

への本格的行政対拡が始まった。

しかし、既設炉に対する規制は、緊急対策を除いて5年間の猶予期間があるため、この猶予

期間内における既設炉の対応如何によっては、将来的ダイオキシン汚染量(大気，土壌，河111.

瀬113.海洋)に大きな差が生じる恐れがあると考えられたので、平成9年度の都市ごみ焼却伊

における庫生省調査ヂータを碁に、年間総排出最の算定を行い、以下のような想定に対するダ

イオキシン類排出量の比較検討を行ってみた。(ゲイ才的ン額1:1全てTEQで評揺しているが、戦1:1省略した。)

1 )緊急対策 (80ng/Nm3を越えた施設)後の排出濃度を想定した場合

2)既設炉への規制猶予期間終了後の排出漉度を想定した場合

3)広域化対応後の (0.lng/蜘a以下)排出濃度を想定した場合

4)間欠運転炉の立上げ，立下げ時の排出量を考慮した場合

その結果、既設炉における猶予期間中のダイオキシン類排出量が、自然界でのダイオキシン類

蓄積問題に対して多大な影響があると評価された。また、緊急、を要する現状とその対策につい

て、社会的背景および当社既設炉ダイオキシン対応結果を踏まえ考察を行った。

2. ダイオキシン類低減化技術と期待される効果

ダイオキシン類の発生源については、都市ごみ焼却炉をはじめとする燃焼過程によるものと、

産業活動の中における(製紙業・鉄鋼業など)排出最の調査報告がされており、その低減化対

策が潜められているところである。また、現状の調査結果より、都市ごみ焼却伊より排出され

るダイオキシン類が約9割に及んでいることが解り、新設伊における低減化技術の導入はもと

より、既設炉における低減化が急がれるところである。

既設炉におけるダイオキシン低減化技術と、技術導入に要する炉の停止期間および導入コス

トの大枠とダイオキシン類の期待される低減化率を図 1に示す。

ダイオキシン低減化に当っては、燃焼過程での発生抑制を第一に考躍すべきであり、次にガ

ス冷却過糧での再合成防止，排ガス処璃工程での除去 分解技術の導入というステップが取ら

れている。排ガス処理工穫だけを導入しても、前工程をそのままにしておけば、掛かる費用と

得られる効果とは比例しない場合もあり得る。
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図1 既設炉ダイオキシン績低減化の概要l

3.都市ごみ焼却炉からのダイオキシン類年間総排出量算定と評価

3-1実態謂査からの年間総排出量の算定

改善前の
1/5~ 1/20 

改善前の
1/10.......1/50 

改善前の
1/1 OO~ 1/500 

平成9年度に摩生省が実施した全国の都市ごみ焼却炉ダイオキシン類排出濃度の実態調査の

報告より、年間総排出量を算定した。

算定にさ当り、表lの条件設定を行った。

表 1の算定条件により、算出した都市ごみ焼却炉年期総排出量は5.240gj年となり、表2に示

す車生省算定報告より 2智j程多い算定値となった。これは、ごみ処理量を計画の80%とした点

と、年間稼働日数の条件が実処理最より多く計算されてしまっていることに起因していると考

えられた。

表 l 算定条件

1 排ガス最は、ごみの低位発熱量から臨体燃料の燃焼式により空気比2.0として算定

2 低位発熱量は、全連炉・間欠選転炉(準連炉・闇，機パッチ炉)の区分にて廃棄物
研究財団の平成6年度調査報告より平均値を算定した。 (基準ごみベース)

3 1日当りのごみ処理最は、計画処理量の80%として扱った。

4 年間稼働回数は、企連炉で330自，その他間欠炉は300Bとして扱った。
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また、図2に各都道府県別 表2 都市ごみ焼却炉からのダイオキシン類

ダイオキシン類年間総排出量 年間排出量の厚生省調査報告

の算定結果を示した。東京，
1997年 2002年

大阪，福岡を中心とする大都

市圏では、全連炉が多いもの
ダイオキシ

ン類排出量 i4，300g/年 600g/年 100g/年

の年間総排出量が多く、夕、、イ

オキシン類の蓄積が懸念されるので、より低濃度化 坤島踊 E

への努力が望まれるであろう。しかし、それ以外の

中小都市や地方都市においては、間欠炉の対応を急

ぐべきものであると考えられた。 また大気汚染物

質であるSOxの排出規制値は、大都市圏、工業地帯

などの地域を区分し、それぞれの地域について規制

億を設定している。同様の考えで、排出源が集中的

に脊在する地域では、地域住民に与えるリスクが大

きいので、排出濃度規縦区分することが合理的と考

えられた。

3-2間欠炉におけるダイオキシン類排出量の問題

鰐欠炉の年照総排出量算定には、定常運転時のダ

イオキシン類排出濃度のみが用いられており、立上

げ，立下げ，夜間における排出量は一般的には考蔵

されていない。しかし、旧ガイドライン適用前にお

いては、炉内にごみを残したまま翌朝まで放置する

理火運転という方法が用いられていたり、立上げ時

にバーナ昇槌せず、ごみ投入を行ったりしていたた

め、定常運車五時より排出量が多い場合があった。!日

ガイドライン適用後は、組火運転から燃し切り運転

に移行し、パーナ昇温も用いられるようになり立上

げ，立下げ，夜間の排出量が削減されたものの、関

3に示すように (40t!16h'炉の概定実績)I日ガイド
ライン適用後の運転管理においても、ダイオキシン

類のa総排出最は、定常時の約 2.1倍であった。こ
れを閣2に示した平成9年実態調査需欠運転炉に適

用すると、図4に示す各都道府県別排出量となる。

図2では、 300g/年を越す排出最は千葉だけであ

ったが、関欠運転炉の換算を行うと、岩手，埼玉，

神奈川.新潟，兵庫，広島福岡が加わり、 8県だ

けで年間総排出量が3，300g/年を越してしまっていた。
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図2 平成9年ダイオキシン類

年間総排出量 [g/年〕

ただし当社は、この立上げ時の非定常状態管理について、ファジィ制御を用いたシステム開

発，実証テストを行い、立上げ制御を加えた臼排出量を盟3に示すように、定常時の1.1倍程

度まで低減できる事を確認した。以後このシステムを間欠炉ダイオキシン類低減技術の標準仕

様として導入している。
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3-3ダイオキシン類低減化と評価

平成9年の摩生省実態調査に対し 80ng

/Nm3を越えた施設については緊急対策が

取られ、 2002年には表3に表すような規

制が既設炉にも適用されることになる。

さらに広域化が進められることにより、

都市ごみ焼却炉からのダイオキシン類排

出量は大幅な削減が図られることになる。

そこで、現状のごみ処理量と、ごみの

熱量はそのままにして、以下の条件での

ダイオキシン頼年間排出量の算定を行っ

てみた。

1) 80ng/Nm3を越えた施設について、

改善後30ng/刊tになったとした場

合 (1998年)

2) 2002年に表3の規制値を全てクリ

アした場合

3)声域化が進み2007年に全てO.lng

/Nm3以下となった場合

ただし、実態調査時点 (1997年)

で、その数値を下廻っていた施設

については、調査時の濃度のまま

算定した。この算定結果を表4に
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1998年の緊急対策後の当社対応

実績として、 20---幼児/Nm3である 表4 都市ごみ焼却炉からの排ガス中ダイオキシン類

ので、 80ng/時m3を越えた全ての施 年間総排出量の予測単位[g/的

設について、 1998年に30ng/Nm3と

なったとして算定した結果、年間

1. 541g(約30%の削減)排出量が削

減されることになっていた。また、

2002年以降は既設炉の規制億が守

られたとすると、 1998年の排出量

より年間3.274g削減され、 1997年

ベースからすると約92%削減され

ることになっていた。

全連炉・間欠炉の定書

運転時からの算定詰

敵炉立上~f.下げを

考揺した算定住

(定蜘2.1昔)

現状

1997年

全連炉 2224 

関矢炉 3016 

合許 5240 

全連F
調民炉 6334 

合計 8557 

緊急建築設 5年後規制題 広境ft進行

1998年 2002年 2007年

2031 239 26 

1668 186 8 

3699 425 34 

3704 390 17 

5735 630 43 

さらに2007年に広域化が瀧み、 O. lng/陶 3以上排出する施設が無くなったとすると、 1998年

現在の排出量よりも、1/100以下に削減されると予想された。

しかし、ダイオキシン類の間態は、自然界に排出された場合、ほとんど分解されず蓄積され、

食物連鎖による濃縮が生じることである。既設炉の規制猶予期間である1998年---2002年の4年

間の排出量は、 14.796gとなり、 2002年の排出量レベルの35年分に棺当する。また 2007年以降

の排出レベルに対しては約435年分となり、この4年間の改善を急がないと、 1年間に10年後の

排出最の約 110年分を排出してしまうことになる。従って、広域化だけにとらわれることなく、

地域性や既設炉の耐周年数:老朽度 燃焼過程の改善余地などから総合判断して、短期間で低

コストの対応を見い出す努力をすると共に、-:~Ijも阜く低減対策を実施する事が重要であると

考えられた。また、間欠炉においては、定常持の排出濃度をもって規制{直の評価をするので、

立下げ特の燃し切り等は当然ながら、立上げ時の低減化として、バーナー昇温、立上げ操作の

自動化等の立上げ技術の改善とその導入を急ぐべきであると考えられた。

4. まとめ

1 )既設炉のダイオキシン類排出濃度を2002年の規制j億レベルへ早急に近づける事が、広域

化による低減対策より優先して実施されるべきであるものと考えられた。

2)既設炉が2002年の規制猶予期間まで改善されなかった場合、 4年間の蓄積量は、 2002年

以降の35年分に栂当し、 2007年弘降の 435年分に相当してしまうという算定結果が得ら

れた。

3)間欠運転炉の立下げ・夜間の排出量は、燃しきり運転の指導で、大幅な低減がなされた

と考えられるが、立上げ時の低減化については、定常時の排出量邑間等の最が排出され

ることから、昇温方法・自動化等の指導が必要であろう。

5. おわりに

既設炉の改善に当たっては、長期間のごみ処理停止はできない、大舗な運転管理上の改善は

オベレーターに不安を与える等の問題と共に、プラント建設に当たったメーカーでないと総合

的判断が難しいという問題があり、メーカャ側の技術力と誠意をもった対応が重要なポイント

とのなるであろう。我々もこの問題に対し、維持管理会社と協力して、既設炉のダイオキシン

対策の説明と早急、な対応を行っている所である。
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